
税率表 【山梨県】

1 法人県民税均等割の税率

　資本金等の額が５０億円を超える法人

　資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下である法人

　資本金等の額が１億円を超え１０億円以下である法人

　資本金等の額が１千万円を超え１億円以下である法人

　上記以外の法人等

●

●

●

2 法人県民税法人税割の税率
H28年4月1日から
R1年9月30日までに
開始する事業年度分

R1年10月1日から
R4年3月31日までに
開始する事業年度分

R4年4月1日以後に
開始する事業年度分

○

○

○ 資本又は出資を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除く）

○ 法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあり、収益事業を行うもの

○ 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人

●

3 法人事業税の税率

法人の種類

② 収入金額課税法人
電気供給業、ガス供給業、保
険業

0.3% 0.4%

0.5% 0.7%

0.7% 1.0%

0.7% 1.0%

付加価値割

資本割

●

●

●

●

4 地方法人特別税及び特別法人事業税の税率

① 　所得金額課税法人にあっては、法人事業税所得割額の

② 　収入金額課税法人にあっては、法人事業税収入割額の

③ 　外形標準課税法人にあっては、法人事業税所得割額の 414.2%

④

⑤

⑥

⑦

※ 収入金額課税法人のうち、電気供給業（小売電気事業、発電事業、特定卸供給事業に限る。）に係る税率は次の表のとおりです。
税率

収入割 収入金額 0.75%

所得割 所得 1.85%

収入割 収入金額 0.75%

付加価値割 付加価値額 0.37%

資本割 資本金等の額 0.15%

①②いずれも 特別法人事業税 法人事業税収入割額 40.0%
● 小売電気事業、発電事業：令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
● 特定卸供給事業：令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用

※ 収入金額課税法人のうち、ガス供給業（一般ガス導管事業、特定ガス導管事業を除く。）に係る税率は次の表のとおりです。
税率

収入金額 0.48%
付加価値額 0.77%
資本金等の額 0.32%
法人事業税収入割額 62.5%

上記以外
● 令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用（ガス中小事業者については平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用）

他の一般の事業と同様

区分

電気供給業
・小売電気事業
・発電事業
・特定卸供給事業

①　②以外の法人

②　各事業年度末の資本
金の額又は出資金の額が
1億円を超える普通法人

区分

特定ガス供給業

収入割
付加価値割

資本割
特別法人事業税

特別法人事業税

　所得金額課税法人のうち普通法人等の法人事業税所得割額の 37.0%

　所得金額課税法人のうち特別法人の法人事業税所得割額の 34.5%

　外形標準課税法人にあっては、法人事業税所得割額の 260.0%

　収入金額課税法人にあっては、法人事業税収入割額の 30.0%※

平成27年4月1日以後に開始する事業年度の外形標準課税法人の資本割については、資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、当該合計額が課税標準となります。

①、③の法人で、事業年度が1年に満たない場合の所得等の区分については、上記該当所得金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して算定（月割計算）してください。
また、2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の上記の所得は、関係都道府県に分割される前の所得です。

平成22年9月30日以前に解散した法人、特定信託の受託者である信託業を行う法人にかかる税率については、別途、山梨県総合県税事務所までお問い合わせください。

区　　分 税　　率

地方法人特別税

43.2% ー

43.2% ー

ー

資本金等の額 0.5%

軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行い、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人をいいます。

③ 外形標準課税法人

各事業年度末の資本金の
額又は出資金の額が1億
円を超える普通法人等
（一般社団・財団法人、投資法人
及び特定目的会社を除く）

所得割

年400万円以下の所得

1.0%
年400万円を超え800万円以下の所得

年800万円を超える所得

軽減税率不適用法人

付加価値額

収入金額 0.9% 1.0%※

6.7% 7.0%

軽減税率不適用法人 6.7% 7.0%

1.20%

特別法人
（農業協同組合、信用金庫、医療
法人等）

所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 3.5%

所得のうち年400万円を超える金額

① 所得金額課税法人
（②及び③以外の法人）

普通法人、公益法人等、
人格のない社団等

所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 3.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 5.1% 5.3%

所得のうち年800万円を超える金額

4.6% 4.9%

軽減税率不適用法人 4.6% 4.9%

資本金の額又は出資金の額が1億円未満の法人

3.2% 1.0%

平成22年9月30日以前に解散した法人にかかる税率については、別途、山梨県総合県税事務所までお問い合わせください。

区分 所得等の区分 税　　率

　従業者の総数（山梨県以外の従業者を含む）が300人を超える場合 4.0% 1.8%

　従業者の総数（山梨県以外の従業者を含む）が300人以下の場合 3.2% 1.0%

資本金の額又は出資金の額が１億円の法人で、

年額　 21,000円

資本金等の額とは、法人税法第２条第１６号又は同条第１７号の２に規定する額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額）をい
います。ただし、無償増資、無償減資等を行った場合は、調整後の金額となります。その場合、株主総会議事録や株主資本変動計算書など、無償増減資を行ったことを証する書類の添付
が必要です。

上記資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、当該合計額が法人の資本金等の額となります。

上記均等割の税率は、１年に満たないときは、事務所、事業所、寮等を有していた月数を乗じて得た額を１２で除して算定（月割計算）してください。

区　　分 税　　率

区　　分 税　　率

年額　840,000円

年額　567,000円

年額　136,500円

年額　 52,500円

　下記以外の法人 4.0% 1.8%


